
◆インターネット予約のしかた 

中 略 

１ 

お知らせをご確認のうえ 

「次へ」をクリックしてください 

２ 

通知に書かれた「予約番号」「パスワード」を 

入力、「次へ」をクリックしてください 

３ ４ 

「予約開始」をクリックしてください 希望する会場など質問の回答を選択、 
「次へ」をクリックしてください 

５ 

9：00 ～ 9：20 

9：20 ～ 9：40 

9：40 ～ 10：00 

申告相談をご希望の日にち・時間帯の「 〇 」または「 △ 」をクリックしてください。 

 〇 予約できます   △ 残りわずかですが予約できます  × 予約できません 

６ 

予約内容を確認し、「この内容で予約」を 

クリックしてください 

７ 

予約が完了しましたので「終了」をクリッ
クして終了となります。当日は予約時間の
10分前までに会場で受付してください。
例：10：00～10：20の予約の場合 
     →9：50に受付 

◆新規登録のしかた（予約番号をお持ちでない方はこちらを参照ください） 

２ 

「予約番号の新規登録」を 
クリックしてください 

２ 

①「パスワード」⇒数字４けた 
②「氏名カナ」 
③「電話番号」昼間につながる番号 
④「メールアドレス」 
を入力して「次へ」をクリックしてください 
①～③は必須です 
④は入力していただくと予約確認のメー
ルが届きます。ご利用ください。 

予約番号をお持ちで 

ない場合はこちらへ 

「次へ」をクリックした後は 

左ページの➌へ移動します 

その後は同じ作業となります 

10：00 ～ 10：20 

10：00 ～ 10：20 

１２/２５号 

202★年2月 

202★年2月1日（月） 



◆予約の確認方法 

「予約番号」「パスワード」を入力、 

「次へ」をクリックしてください 

１ ２ 

予約した内容が表示されます 

変更・取消の場合は「予約取消」を 

クリックしてください 

【注意事項】 

 ◆予約を変更される場合は、一度「予約取消」を行ってから、再度ご予約ください。 

   同じ人（予約番号）で複数の予約はお取りいただけません。ご注意ください。 

   例）Aさんが自分の予約番号で【2/15の9：00から】と【2/22の9：20から】は 

    予約できません。 

 ◆一度に複数名分の予約はできません。お一人様ずつご予約ください。 

 ◆申告したうえで、その方が扶養になる場合は、扶養にとる方と扶養になる方は 

   １コマ（20分）以上ずらしてご予約ください。なお、扶養になる方が先になる 

   ようにご予約ください。 

   例１）父が農業所得を申告、子が父を扶養にとる場合、１０時からの申告相談を希望 

     ⇒ 父が10時から、子が10時20分から予約 

   例２）妻が申告後、夫が妻を扶養にとる場合、１３時からの申告相談を希望 

     ⇒ 妻が13時から、夫が13時20分から予約 

〇マイナンバーの番号 

〇申告者名義の銀行口座番号が分かるもの ※ 

〇利用者識別番号 ※ 

〇給与所得の源泉徴収票 ※ 

〇公的年金等の源泉徴収票 ※ 

〇事業（営業・農業）、不動産の収入金額や必要経費が分かるもの ※ 

（事前に収支内訳書を作成し、領収書や帳簿などと一緒に持参してください。） 

〇障害者手帳等 ※ 

〇医療費控除の明細書 ※ 

（事前に明細書を作成し、持参してください。明細書が無い場合は、控除を受けられません。） 

〇生命保険料等の各種控除の証明書 ※ 

〇そのほか収入・経費のわかる書類 ※  

必要書類は 

事前に 

ご確認ください 

◆申告相談に必要なもの（※印は、該当がある場合のみ） 

 ○住宅ローン等の住宅借入金等特別控除の申告 

 ○青色申告 

 ○株式・土地・建物等の譲渡所得、先物取引に係る雑所得等の申告 

 ○山林所得 

 ○退職所得を除く所得の合計が2,000万円以上の申告 

 ○災害関連等の雑損控除の申告 

 ○消費税の申告 

  ※ その他、内容によっては税務署での申告相談となることもありますので、 

    詳細は事前にお問い合わせください。 

◆以下の内容は税務署で申告相談をお願いいたします 

◆日曜申告相談の予約はインターネットからのみとなります 

★市の会場で所得税の確定申告をする場合は「利用者識別番号」が必要となります 

 当該申告をする場合には、次のいずれかの書類をお持ちください 

  〇税務署から送られた「確定申告のお知らせ」のハガキ 

  〇利用者識別番号を取得した際の書類 

※昨年市の会場で所得税の確定申告をされた方は、当該書類を省略することができます 

 利用者識別番号についての問い合わせは 太田税務署☎72-2171（自動音声） 

問い合わせ先   

常陸太田市役所税務課市民税係 TEL：0294-72-3111（内線211、213） 

10：00 ～ 10：20 

申告相談会場 申告相談日 申告相談時間 予約開始日 

市役所本庁 

大会議室（３階）  
2月22日（日） 

   午前9時から正午、 

   午後1時から午後4時 
2月6日（金）から  


